
船舶事故調査報告書 

令和４年１月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 漁具損傷 

発生日時 令和３年２月１８日 ０９時００分ごろ 

発生場所 山口県長
なが

門
と

市仙崎
せんざき

港北東方沖 

 通
かよい

港北沖防波堤灯台から真方位１８９°１.０海里付近 

 （概位 北緯３４°２４.３′ 東経１３１°１４.９′） 

事故の概要  押船第五十六住
すみ

若
わか

丸は、バージ東
とう

行
こう

と押船列を構成して錨泊中、錨

が刺し網に絡み、刺し網が損傷した。 

事故調査の経過 令和３年４月２１日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 押船 第五十六住若丸、４１４トン 

１３５９６７、住若海運株式会社（Ａ社） 

Ｂ バージ 東行、長さ１０７.８８ｍ 

  なし、住若海運株式会社 

 乗組員等に関する情報 船長Ａ、四級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 本船 なし 

漁具 刺し網に破損 

 気象・海象 気象：天気 雪、風向 北西、風力 ５、視界 不良 

海象：波向 南東、潮汐 上げ潮の初期 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａほか７人が乗り組み、船首部をＢ船の船尾側凹部に

嵌合して押船列（以下「Ａ船押船列」という。）を構成し、仙崎港で

積荷を終え、荒天だったので、仙崎港沖（仙崎湾内）で避泊すること

とした。 

船長Ａは、吹雪で視界が悪い状況下、錨泊する際、設置された刺し

網の目印となる旗を認めなかったので周囲に刺し網はないと思い、右

舷錨及び錨鎖を６節入れて錨泊を開始した。 

船長Ａは、天候が回復してきたので出航しようと錨を揚げたとこ

ろ、錨に刺し網が絡まっているのを発見して直ちにＡ社に連絡し、Ａ

社の担当者が漁業協同組合に連絡をした。 

船長Ａは、刺し網を切断して錨を揚げた。 

船長Ａは、ふだん刺し網が入っていることを知っており、本事故

時、吹雪で設置された刺し網の目印となる旗が視認できなかったと本

事故後に思った。 

分析 

 

本船は、吹雪で視界が悪い状況下、船長が、刺し網の目印となる旗

を認めず、周囲に刺し網はないと思い錨泊したことから、本船の錨が

刺し網に絡み、刺し網が損傷したものと考えられる。 



原因 本事故は、本船が、吹雪で視界が悪い状況下、船長が、刺し網の目

印となる旗を認めず、周囲に刺し網はないと思い錨泊したため、本船

の錨が刺し網に絡んだことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、悪天候で見通しが悪い状況下で錨泊する際、細心の注意

を払って周囲の網等の確認を行うこと。 

 ・船長は、慣れた場所でも悪天候で漁具等が視認できない場合があ

るのでＧＰＳプロッター等に漁具等の位置を入力し、船位の確認

に活用すること。 

 

 


